
今後の地域再生の推進にあたっての方向と戦略 
 

 

 

 

１．ねらい 

 

「地域再生推進のためのプログラム」に基づき、地域再生計画の認定制度や

各種支援措置の推進を図るとともに、地域の現状認識や問題意識等を踏まえつ

つ、地域再生本部として今後の地域再生への取組の姿勢を明確に示す観点から、

地域の政策的ニーズにより積極的に対応した施策を実現し、地域が再生に向け

た取組を自主裁量で戦略的に実施できるようにするため、更なる施策の展開の

方向と戦略を決定する。 

 

 

２．展開の方向 

 

「国から地方へ」「官から民へ」との考え方の下、地方の権限と責任を大幅に

拡大するなど、「三位一体の改革」にも資する方向で、各種政策手段を組み合わ

せた「地域の地力全開戦略」としての取組を強力に推進する。推進するにあた

っては、下記に掲げる①知恵と工夫の競争のサポート・促進、②自主裁量性の

尊重、縦割り行政の是正、成果主義的な政策への転換、③民間ノウハウ･資金の

活用について、府省横断的なものも含め、補助金改革等を行い、持続可能な地

域の再生につなげる。 

 

① 知恵と工夫の競争のサポート・促進 

それぞれの地域における知恵と工夫の競争をサポートし、また、そうした競

争を促進するための環境整備を行い、真の地域ブランド力の向上等につなげる。 

・ 官民のパートナーシップ（協働）性が高く、広域的な取組の効果が見込め

る、中長期的な戦略に基づき実施される地域の付加価値を高める活動等、

地域再生に必要なひとづくり、人材ネットワークづくりに資する活動（企

画立案・推進）への支援 

・ 既存の諸施策において、地域再生を重視する方針を明確化するとともに、

地域再生推進のための手段を具体化 

・ 権限移譲を推進するため、人材育成・確保のための支援の充実及び分野に

応じた制度改正等 
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② 自主裁量性の尊重、縦割り行政の是正、成果主義的な政策への転換 

既存の諸施策について、地域の自主裁量性の尊重、縦割り行政の是正の観点

から抜本的に見直すとともに、成果主義的な政策への転換を進める。 

・ 地域再生のモデルとなる主要政策テーマとして、地域観光の活性化、産学

連携、環境共生、地域福祉･介護、ＩＴ化、バリアフリー化等を位置づけ、

テーマごとに連携すべき施策をパッケージ化、リスト化し、集中的・一元

的に実施 

・ 地域再生の推進に資するよう、地域の視点からの補助金改革を推進し、既

存の補助金を見直し、地域が自主裁量性の高い資金を未来への投資として、

透明な選定プロセス、複数年度執行、成果の評価なども念頭に、国民に説

明できるような形で戦略的に活用できるような仕組みを構築 

・ 補助金、起債等により整備された施設の有効活用、効率的活用のための目

的外利用の基準の明確化等、既存ストックの活用により地域再生を推進 

 

③ 民間のノウハウ、資金等の活用促進 

民間の力による地域の再生を一層推進する。 

 ・地域再生に資する外部経済効果等の高い民間プロジェクトに対する、民間

資金の誘導促進 

 ・アウトソーシングを促進するための環境整備 

 

 

３．展開の戦略 

 

①２．「展開の方向」に資する施策を具体化するため、６月に実施する地方公共

団体、民間事業者等からの提案募集も踏まえつつ、関係省庁と調整し、早期

に制度改正等が可能なものについては９月を目途に、予算編成に関連するも

の等については翌年１月を目途に新たな施策のプログラムを決定。 

 

②地域再生に資する横断的な政策の推進、地域再生計画制度の強化等のため、

法制度の整備について検討。 


